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皆様、こんにちは.

田んばから問こえる虫の鳴き声が、リンリンと心地よく耳に

響き渡り、深まっていく秋をl・・じながを,毎 日を過ごしておりま

す.

今年も残1~と ころ、あと2ヵ 月となりましたが、今月かにっ

そろそろ年末調整に向けて給料計算の準備を整えたいところで

」.

今年は、民主党政権の政策により、既に子ども手当と公立高

校無償化がIFL金 (又は現物)給付の形で反映されております。
今年の年末調整においては、昨年同様ですが、来年 23年の
年末調整からは、この所得税の扶養控除が大幅に変更されま

す。

来年の税市」改正の主な事項は以下のようになります。
1、 一般の扶養規族のうち、年齢が 16歳未満の扶養控除
_ (38万 円)の廃止
2、 特定扶養規族のうち、年齢が 16歳から19歳未満の
人の扶養控除については L乗せ (25万 円)が廃止

つまりは平成 23年では『控除対象の一般扶養とは16歳以
上の人をいい、特定扶養とはその年の 12月 31日現在の年齢
が 19歳以上 23歳未満の人』ということになります。

伊藤社ガ士事務所から疹童者α勤い のメッセージ

詳しくはI税庁のホーコ、ベージでごlt認ください.
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【参 考 事 項 】 23年 分 以 降
の所で、IFI認ができまJ.
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